
7 章

自治体教育行政における首長と

教育委員会との関係構造

―市町村長に対する面接調査を基に

1 研究の課題：教育委員会と首長は相互隔離の状態にあるのか

分権改革が進行する中で， 教育委員会（広義）に対して， 自治体レベルの教
育改革を推進する中心的なアクター としての注目と期待が高まっている． そ

うした注目と期待に応える教育委員会が存在していることは事実である． し

かし， その一 方で， 教育委員会にそうした役割を期待することは過大な期待

であり， 自治体独自の教育改革を推進する上で教育委員会はむしろ栓桔と
なっており， 分権時代において首長を中心として展開されるべき総合行政の

一閑としての教育行政を制約する要因であるとして， 教育委員会制度に対し

ては抜本的な見直しをすべきという強力な主張も提起されている門序章で

見たように， その代表的主張が廃止論であり， 権限縮小論である．

廃止論にしろ， 権限縮小論（事務移管論）にしろ， その前提にあるのは， 教
育委員会は首長の影響力から独立し， 自治体の一体的な行政の一部として教
育行政が展開されることを妨げているという認識である． しかし， このよう

な教育委員会＝首長の影響を受け付けない閉じたシステム＝という認識は，
首長にどの程度共有されているのであろうか．

本章は， そうした課題意識に基づき，市町村長への面接デ ータを基にして，

首長は自治体教育行政において教育委員会をどう位置付け， どのような存在
と見ているのかを明らかにしようと試みるものである． そのために， ①首長
は， 教育委員会との間にどのような関係を構築しているのか， そして， ②首

長は教育行政に対してどのようなスタンスでどこまで関わっているのかとい
う二つの視点を設定した ． この二つの視点から， 首長と教育委員会の関係構

造を明らかにすることを通して， 首長から見た自治体教育行政における教育

委員会の位置を確かめる． そして， そうした首長の認識が教育委員会制度の
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見直し論に対してどのような意味合いを持つのかを検討する．

首長と教育委員会との関係は， 中教審教育制度分科会・教育行政部会の部

会まとめ「地方分権時代における教育委員会の在り方について」(2005)や中

教審答申『新しい時代の義務教育を創造する』(2005)の提言を待つまでもな

く， 自主・自律が求められる今後の自治体教育行政にとってますます重要性＿

を帯びることが予想される．

すなわち， 地方分権を推進する政策が展開される中， 首長は， 住民のニ ー

ズに応答的で効果的な自治体行政を行うことが求められており， そのために

教育行政を含んだ自治体行政の総合化が提起され， 教育委員会と首長との関

係は， 自治体行政の重要な検討課題となっている． 例えば， 地方6団体の一

つである全国市長会は， 2001年に「学校教育と地域社会の連携強化に関する

意見一分権型教育の推進と教育委員会の役割の見直し一」の中で， 両者の関

係構築が重要なことをつぎのように述べている．「今後，地域が一1本となった

教育を推進するためには， 広く教育委員会が所管する事務について， 住民の

代表である市町村長の意向が適切に反映されるよう， 市町村長と教育委員会

との間で定期的な協議を行うなど， 可能な限りの意思疎通を図ることが望ま

しし)」2).

また， 中教審部会まとめ「地方分権時代における教育委員会の在り方につ

いて」(2005)や中教審答叶1『新しい時代の義務教育を創造する』(2005)など

の提言においても両者の関係が注目されている．『新しい時代の義務教育を

創造する』では，「首長は， 現行制度でも， 教育閃係の予算の編成・執行の権

限を持つなど， 教育行政に大きな責任を負っているところであり， 教育委員

と首長との協議会の開催など， 首長と教育委員会との連携を強化していくこ

とが重要であるいと提言されている． このように，教育委員会と首長との関

係が改めて注目され， その見直しが重要な課題となっているのである．

事実， 自治体教育行政における首長の果たす役割について， すでに， 2章，

3章で見たように， その重要性が明らかにされている門すなわち， 首長の存

在は， 教育改革の進展にとって重要な要因となっており， 首長が地域の教育

間題に対して関心とビジョンを持ち， 教育長と教育課題を共有し， 教育政策

過程に積極的に関わっている自治体では， 教育改革が進んでいるのである．

このように， 首長が自治体教育行政において重要な政策アクタ ーであり，

首長と教育委員会との関係が注目されているとすれば， 首長が教育委員会を

どう位置付け， どのような存在と見ているか， そして， 首長と教育委員会と

の間にどのような閃係が築かれているのかを解明することは， 教育委員会が



130 7 1{,: 自治体教育行政における首艮と教育委図会との関係桃造

分権時代の地方教育行政を担える機構たりうるのかとし i った見直し「閏題を展

習」する上での手がかりを提供する重咬な研究テ ー マとし)うことができる門

2 調査対象とサンプル

本睾で川いるデータは， 平成16(2004)年度の文部科学省委嘱研究「教育委

員会制度及び県賀負担教職員制度の連用実態に閃する調査」の一環として

行った， 首長に対する面接調査のそれである門調査対象の選定については，

茨城， 栃木， 埼玉， 千槃，ネI•1l奈川のすべての市と， 各県の町村から10の町付

を無作為抽出し， 161人の「打町村長に面接調査の依頼を行い， 面接の許可を

褐られた50の市町1t、
」

から， サンプルが特定の県・白治1本に集中することがな

し)ように］最終的に26の市町村を選んだ． その内訳は， 市長］8人，Ill]長7

人， 村長1人であった ． 県別の分布は， 茨城5, 栃木 3, 埼玉5, 千葉9, 神

奈川4であった．

3 首長と教育委員会の関係構造ー首長から見た教育委員会
8)

(1) 1''『長と教育委員会（教育委員｀ 教育長， 事務局）との関係

(a)教育委員との関係

まずはじめに， 首長と教育委員との関係についていえば， 首長と教育委員

の接触・交流の度合いは高くない． 特に， フォ ー マルな形で交流を行ってい

る市町村は少ない ． 時折， 教育委員会会議に傍聴参加する首長や年に数回の

教育委員との懇談会を定期的に実加している首長が見られる程度である． し

かしながら， 学校教育や社会教育の行事を通しての接触・交流の機会は比較

的多い． そうしたインフォ ー マルな形の交流を通じて， 首長と教育委員は，

地域教育のビジョンについて意見を交換したり， 地域の教育課題についでI肯

報交換をしている．

例えばTA市長は， つぎのように語っている ． 「（教育委員は一括弧内は引

用者補足 ． 以下同じ．）行事にはかなり出てきてくれますし， 私も行事に出ま

すし， そしてその行事が終わっていろいろと ． やはり月に2~3回は，（行事

の）あとで懇視会などの場があるものですから， そういう時にはむしろ，教育

委員の人が，『市長， これはこうしたらいいんじゃないか』とか『こういうと

ころはこうだと思うよ』というような話は， 食事をしながらします」． TA市

長の他にも「（教育委員とは）いろいろな行事の時に会うのです． 例えば野球

大会のあと反省会があるとか， いろいろな会合で． そういう時には努めて，

こちらの意息も伝わるような話はしています」(YU市長），「普通の接触の仕
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方としては， 学校の行事をやる時なんかは， 教育委員はみんな大体廿」るで
しょう． それに私も出るから， そこで顔を会わせるとか， そういう・形が多い

かな ． それから， なんかの委員会とかいうので， 教育委員が入っているよう

な所で一緒になるとか ． あとは教育委員もさっきいったようにいろいろいる

ので， かなり社会教育とか一般的なボランティア活動とか， 国際交流の活動
とか， いろいろやっている人もいますので， そういう活動を通じて接触する

というのは， むしろ接触の仕方としてはより深い接触にはなりますね」と語

る町長もいる(AM町長）．

実際， 学校行事に参加するなどの教育委員の活動はどの自治体においても
屈的に増大している傾向を見ることができた． 近年では， 首長が， 学校1関連
の行事に 参加することが増えてきており， そうしたコミュニケ ーションの機
会は一 屈J曽える傾向にある．

こうした交流の機会のほかに， 「（教育委員との交流は）定期1,lりにはありま
せん ． （中略）ただし， 教育委員会の皆さんとの交流は年間何回でもあるので

す ． まず， 予算段階になりますと， （中略）『こんなことが今重要ですから』

ということで教育委員長とそろって懇談会を持ってく九たり， それから， 教

育委員会の目的も何もなくて， 忘年会をやったり， あるいは新年会をやると

か． それから， 小中学校の校長， 教頑さん， 幹部職員が転退職する時には教
育委員会の歓送迎会に私を呼んでくださいます ． ですから， そういう点では
しょっちゅうコミュニケ ー ションはあります」(TG市）というように， 予算

の編成期や校長などの歓送迎会といった年中行事の中で委員と交流している
という首長や定期的な懇談会などの開催に積極的な首長も見受けられる．

現在のところ， 首長と教育委員との交流の大きな部分は， 学校教育や社会
教育の行事を通してのインフォ ー マルな形の交流が多いが， 交流機会の多様

化や定期的な懇談会の実施などを通して， より緊密化する傾向にあるといえ
るだろう．

(b)教育長との関係
つぎに， 首長と教育長との交流・接触は， どうなっているか． 瑞的にいえ

ば， それは， きわめて頻繁である． まず， 教育長はほとんどの自治体におい

て， 助役， 収入役とともに三役会のメンバ ーであるとともに， 音杓長会あるい

は庁議と呼ばれる部長以上の役職者の参加する定期l9l勺な会議には教育次長と

ともに出席している場合が多い． この庁議への参加が， 教育長と首長との
フォ ー マルな交流のル ー トとなっている．「部長会は毎週月曜にありますが，

そこに教育長が入っています ． 教育長と部長はちょっと立場が違うんだけ
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ど， な どと私は冗談に い う のですが， やはり部長会は部長たちが そ 九 ぞれの

各部の柏報交換 を します． （「ド略） 結局， 教育長 から部長と同じ よ う な こ と を，
今週の行事は こ う いう こ とが あ る ， そ れから どう いう集会 が あ る な ど ， そ う

いう こ と を 部長会で話 を します ． （部長会で教育に関して主と し て話題に な
る こ とは）いわゆ る 施設閃係 ですね ． 例 え ば体育館の修理が必要だとか， 陸上
競技場の ス タン ド の整価 な ど を してい き たい な ど， そ ういう話は， 担 当 の施

を 所笠 し てい る 都市部の部長が間いて い た方 が話はしやすいわけです． そ

ういう1k『に， ［ じ ゃ あ， こ れは都由部の部長， 頼 む ぞ』 という こ とで， 私から

も一出 かけて， す ぐ 設 計してやれ な ど， そ ん な ふうにいいます」 (SK 市）や

「（教育長は） 部長会にも出 ます． 市政全般の こ ともあ る 程度頭に入れていて
もらう ． そ 九 から教育閃係の こ とで特に意見 が あ 机 ば話してもらう． こ うい
う こ と をしたいのだとか， こ ういう こ と を やりたいのでとい う こ とは部長会

に 出 してもらって， お互 い の理 解 を 深 め る 」 (YU 市 ） ， 「やっ ぱり週 1 i国 は

ち ゃ んと顔会わせて， 韮本的な 行事予定 ぐ らい き ちんとつかま え て， 今週 ど

こ の部局で どういうのが あ る のか みんな了解し合ってなければまずいだろう

という こ とで， そ れは き ちんとやっています． 週に 1 回」 (AM町）， あ る い
はまた 「(r!J長と教育長と定期的な交流の場は） フ ォ ー マルだと庁議とい う こ

とにな り ます ． には教育長も出ていただいて， 四役の一 角 として発言の

機会 を いただいたり意見交換の場 を 持っています． イ ン フ ォ ー マルの 中 で

は， 最低 でも週 1 回は教育長との意思の確認は， 業務上の事業の進行状況ま

での確認はさせていただいています． 当 然教育行政部門に関しても， 他部 門
の長から当 然意見が飛んで く る こ とも あ る し， 教育長は ほ かの分野に対して

も意見 をいわれ る という こ とですね 」 (TO 市 ） とい う ように， 三役会， 庁議

な どへの教育長の出席は多 く の由 町村で行われてい る ．
こ れ以外にも， 必要が あればい つ でも， 教育長は首長と報告 ・ 連絡 ・ 相談

を 行ってい る ． OR 町長の場合は， 毎 日 ， 朝と昼に教育長は三役と顔 を あわせ
て意見交換 を してい る ． 「教育長とはしょっちゅう（接触）しています ． 助役，
収入役， 教育長で， 朝ミ ーティング を 持って， そ れから昼には一緒に昼食 を

摂る ． こ れが， 外 へ出ていない限り， お互いに毎 日 ． （自分の所に来 る 前に教
育長のと こ ろには）たいがい校長が来てい る から， 学 校 で こ ん な 間題が あっ

たとか． 『教育長は どう思う』 • • • と， 解決の手立て を 間 く わけです ． 間いて，

そ れはちょっとまずいとか こ うした方 がいいというような こ とが あ れ ば， 私

もいおうと思ってい る わけだけれ ど， 大体 き ちんと対応してい る 状況 です 」 ．

また， 「私 どもは週に一度， 月曜 日 の朝， 課長会というの をやります． こ の中に

設

庁汲
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教育長も参加し ま す ． 教育委員会は生涯学習課 と 学校教育課の 二課制です ．

両 方 の課長と教育長が会議に参加し ま す ． （ そ の時に要望を） いって来 る 時 も

あ りますが， 普 段でもち ょ こ ち ょ こ来て， いろ いろな話をし ま す ． 今も ・ ・ ・ ，

実は教育長と学校教育課長を呼びまし て ， 村の1盾環バ ス を廃止す る ので， 僻

地とい う か， ち ょ っ と離 れた所の 子 ど も の 通学を ど う す る か と いう話を， こ

こでやった と ころです ． （中略） で すから， 割と気楽に， 私 と 教育長，

育課長で話をしてい る のではな い で し ょ う か． いつ も こ こ は開 けっ ぱなし

で， 職員に関しては出 入 り 自 由です． いちい ち 秘書を通してとか庶務課 を 通

してとい う よ う な話ではな く て， 必 要なこ と は どん どんいって き てもら う

し ， 私も出 向 いてい き ま す ． そ う い う ス タ イ ル で行政をや っ て います」とほ

と ん ど毎 日 会ってい る く ら い だ と い う MO 村長や， 「 （教育長は） 随時， いろ

いろな時 に 来 ま す ． こ れは 市長 に いってお い た 方 が いい と い う こ とにつ いて

は， 報告に来 ま す． 必要に応じて， 実 は 今度こ う い う こ と をやります と か，

こ う いうの が あり ま すとか， こ う い う 関係で こ う い う ことをやりたいのです

と か， そ う い う 相談は あ ります」 (Y U 市） ， 「 四 役会議なり， 三役会議なり，

飯でも食いながら情報交換しよ う よとい う こ と はやっています ． ただ， そ れ

を い ち い ち やら な く て も ， 教育長 と は し ょ っ ち ゅ う やって い ま す から， よ そ

の部長より多いかもしれな いです ね」 (UR 市） と いった事例もあ っ た． こ の

ように， 両者の 間で 日 常的な コ ミ ュ ニ ケ ー ショ ン が と られて いることの具体

的な言 及 は多 く な さ れた．

さ らに， 「教育長 と の交流は， ほ ぼ何で も 語り ま す し ， ス ポ ー ツ 関係の イ ベ

ン ト で も し ょ っ ち ゅ う一緒 で す し ね． そ れ は 完璧です 」 (Cl 市） とい っ た よ う

に， ス ポ ー ツ をは じめ と した， 社会教育や生涯学習 の イ ベ ン ト な ど の場での

交 流もな さ れてい る ． 接触の働 き か け は ， 教育長の 方 からの も の (T O 市，

CH 市 ， KU 市な ど． 例 え ば， T O 市長 は 「（意思疎通に来 る のは） 教育長 の 方

から来 る 方が多い ． いろんな会 い 方を してい ま すよ． ふらっ と 来たり， 深刻

な顔 して真面 目な話をしに来たり ． ただ， や っ ぱり仕事面では勝手 に どうこ

う はで き ま せん． それは 必ず そうい う ふうに確認 を しながらや っ てい ま す」

と語って い る ． ） もあ れば， 首長の 方 から の 場合 (CI 由， AK 市な ど ． CI 市長

は 「（接触の働きか け は ） 1 年数 ヶ 月 を振り返 る と ， 私の 方からが多か っ たか

もしれな い で す ね」 と 述べて い る ． ） もある ．

(c) 教育委員会事務局との関係

最後に， 首長 （部局） と 教育委員会事務局 と の 関係で あ る が， 両者 は統合が

進 み ， 組織機構 と して一体化 さ れてい る ． 法制上 は ， 首長部局 から は 独立し

学校教
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て 組織 さ れ る であ る が， 全｝『的 に は， 学校教育部 （課） や生

（課） と いった 形で， 多 く の 13 治1本 に お い て ， 同 じ ）『舎 の Iドに位置付

け て い る ． ）『舎が独立し て い る 場合でも， 実想とし ては別格 の 部 （課） とし て

の 取 り 扱 い を さ れて い る わ け で はな く ， 自 治体千『政機構 の 統合的一部 分を形

成 し て い る 場合が多い．

統合をもっとも象徴するの が）｀且である ． 専門的教育l戦員は別とし て ， そ

九以外 の職員 の 人 事 は 全）『的 に行わ 訊て お り ， か つて いわれて い た ような，

「出向 」 を忌避 す る 凰潮 は 現在で は見 ら れなかっ た ．

は 「そうした 風潮 は あ り まし た が， 今 は そう は いかな い ですよ．

は 社会教育主事のような特殊な仕事をやって も ら う， また

そう い う こ とに適した 人 間 が必要でし ょ う け ど， 学校教育課 に 閃し て は そう

は い きませ ん ね ． こ れ はある意味で， 私はエ リ ー ト と呼んでいます ． 地方白

治 の中で教育がわか ら なかった ら ， （昇進は） 不可陀ですよ」とし て い る し，

CH i1] 長 は 「（両者間 の人 事交流は）交流というよ り も渾然 一休です ね」と表

現 し てい る ．

こ うし た 中で， 教育委員会事務局 の 人事 は ， 酋長部局 の 人事と一体化し て

い る ようである ． 「（教育委員会の事務局と， 首長部局と の 人事交流 は ） かな り

頻繁にやって います ． 特 に 予算編成な ど， や は り 市庁部局か ら 行っ て いる．

次長が今は そうなのです が． 次長や， それか ら 筆頭課が教育総務課と いうの

です が， そ こ の課長や 係 員というのは， 大体市長部局か ら 行っ て いる職員な

のです． （中略 ） 学校 の 教員 か ら 来 て い る 職員 は ， ほ ほ指尊課な ど， そういう

実 際 の 学校 や 教職員 の 指 尊と， そ れ か ら 学校 の 管 理な どに教員出 の 人 間 が

入って います ． それか ら 給食ですかね． それか ら ， ス 1Jぐー ツ 振興 は ， 両方 の

面が必要です ． 学校体育でやってきた 人と市長部局 の 職員と， 両方がやは り

ス 頑 ー ツ 振興 に 今入って います」 (SK 市） ， 「（人事交流 は ） ぐる ぐ る 回 し て い

ます ね ． ですか ら ， 教育委員会の 方か ら 企画 の 方 へ来 た り ， あ る い は 教育委

員会の課長が， 病院の事務長になって 行った り ， ある い は学校教育課 の 方に

行った り ， もう ぐ る ぐる回し て います 」 (KT 市） ， 「それで市長音I｛局で採用し

た 者， それも教育委員会 に 仕i 向します ． （教育委員会で採用した 職員も） こ ち

ら に出向 さ せる． 2 年な り 3年な り その職務をや ら せます ね． ですか ら， 辞め

る 時は市長部局で採用した 人は市長部局で採っ て 1 日 お い て 辞めると． 教育

委員会で採った ものは教育委員会に1 日 おい て ， 派遣し た 職務 が 終わっ て 教

会で辞め さ せ る ． （中略） 今， 教育委員会との交流は けっ こ う いますよ，

何人ですか ． 主嬰課長を含めて交流し ていますか ら ． 教育長もわ がままです

教育委員会事務局

祖··t学習部

教育委員会事務局への

IM市長

千， 生涯学留課に

育委員
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か ら ， 自 分 の 使いい い のしか採りませ ん ので， こ ち ら の職員は． 教育長が 目

をつ けてこの 人がほしいという の は， やは り こ ち ら で も 使 えるやつ な の で

す． 先取 り さ れると困る の で， これは だ めだという時が あ る の です」 (TG

市） ． このように， 教育委員会事務局 の 人事と首長部局との 人事は， CH 市長

がい っ た通 り 「渾然一体」 であ る と い え よ う ．

こうして， 教育委員会事務局 の ポス ト は 「 日 陰 の存在」 ではな く ， 教育委
員会へ の 人事異動 も 「左造人事」 では ない と いえる． むしろ， 教育委員会 の

所管する事業 内 容 ゆ え に， 一般行政職員に と っ て魅力的な 職場とな っ ている
場合 も ある ． 例え ば， IM 市長は 「意外と教育委員会に行きたい と いうこと

で， 人気が あります． 社会教育， 国際交流， 文 化とかというの が入 っ て いま
す ので， け っ こう人気があ っ て， 行きたいよう です． 異動II寺期前に， う ち の

方で全部希望を採るのです． そ ういうのでやはり人気があ り ます 」 と 国際埋

解教育や環炭教育 の推進などの 事業に関しては， 特に そ の傾向が強いと語 っ
ていた．

興味深い事例とし ては， SK 市にお い て ， 教育委員会事務局 の 戦員として
の 経験が， キ ャ リ ア パス の上で重要である こ とを， 職員研修 の ガ イ ド ブ ッ ク
に記載しているこ と があ げ ら れる． SK市長はつぎのように語 っ ている． 「職
員課が職員向けの1計修 のしおりを作 っ てい ま す ． 市役所 の 職員として採用 さ

れて定年に なるまで の 間に， い わ ゆ る市長部局 だけ歩いていたんではだ め

だ， 外側 の ところを経験しな ければいけな いという， キ ャ リ ア パスというよ

うに考えています ． 経歴の 中で踏 むべき コ ースを何通り か モ デルを作 っ て あ

る のです ． ず っ と市長部局 の 1:ドにいた の では も う頭打ちだ から， 大した こ と

が ないということで， 職員の 研修 の 条文 の 中に差し込んで あ り ます ． 」 つ ま

り， 教育 間題に関わった経験 の ない も のは行政職員としての 経験において不

十分で あ る と いうわけである． SK 市では近年では， 学 校教育課長職 の 経験
が一般行政職における昇進の 一条件として確立しつ つ あるという． TU 市で
も ， 「教育次長か ら 秘書部長， 筆頭部長という）レ ー ト ができ あ がっている」 と

の こ とで あ っ た．
一 方で， ND 市 の よ うに， 「教員 の 方をの ぞきますと， 採用は市 の 方でや っ

ています． 採 用は市でや っ ています が， ど う して も 専門職化してきてしまい

ま す． （ 中 略）例え ば博物館の 学芸員や秘書 な ど の 職種 が く れば， 当 然 市 の 方

で採用しますが， 即教育委員会に出向で あ ち らへ行 っ てしま っ た ら ， そ の ま

ま基本的には も う戻って こ ないという形です． 一般事務職の場合には， 当 然

行 っ たり来た り しています ． ただ， そ の 仕事が合 っ た方は， ど う して も 長 く
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な る 傾向にあ り ます ． で す か ら ， 今 のう ち の社会教育課長な どは， ほ と ん ど
社会教育課で過 ごし て き て いるという形で， 係長をやって 補佐をやっ

をやっているという形になっています 」 と述 べて い る と ころもあった ．

また， 事務局間の交流の 別の形態と し て， 教育委員会 の 専門的教育職員に

3 年1|il の 首長部局 勤務を義務付け て い るという事例もあった ( TG市） ． その
ね ら いは， 専門I;lく］教育職員に一般行政の 経験を積ませると と も に， 教育現場

（ここでは公民館） と いう市民に近い場所で鍛え ら れて きている専門的教育職
員 と 一般行政職員との交流を促すことに よ り， 一般行政職員の 「権力 主義 的

な 志向」 を帯 びた市民 へ の 対応を少 な く する こ とにあるという． TG 市 長は
「教育委員会で採用 した者は， 公民館とか社会教育施設に行って， いってみ 九

ば下働きで， 市民と一体になって 汗をかいて泥まみれにな ってやるのです ．

そ う すると， 市民の方 々 と， 市の職員といい ながら本 当 に 打 ち 解 け て し まっ
ている． です か ら ， 市政を連営するには， そういう人が特にこれからは必要
な の で す ． これか ら の由長部局運営には権力主義者はい ら ないのです． そう
い う 交流を今や っ て いますので， 公民館で， 市民 の 中でたたき上げられた職
員が， や はり地 方自治の自治行政をやるにはどうしても必要です」 と語って
いる．

以上の よ うに， 教育委員会が行政委員会として法制上， 首長部局 から独立
し た 執行機関と し て 組織 ・ 編成されているからといって， 相互交流がな く，
首長部局 か ら 孤立 している現実は ほ とんどな い といえよう． つまり， 両者の

間 に は交流も頻繁であ り ， 人事的に も 一体的に組織されているた め に， そし
て， 新規事業 や 予算編成につ いても こ う し た 相互交流があるため に， 政策上

の総合調整が行われやすい． TG 市長がいう よ うに， 「教育委員会にいた 職員
が（首長部局の）財政部門とか， 企 画部門にもいますので， （教育政策 に 関わ

る）理解が早い」 という結果を生んでいる．

( 2 ) 自 治体教育 行政への首 長 の ス タ ン ス
つぎに， 首長の 教育行政に対するスタンスはどの よ うな も の な の か．

(a) 教育委員の選任

教育委員の選任につい て 寄せられる批判 と して， 教育問題への関心や 問題
解決への意欲といった委員 と し ての適格性とは関係 なく， 地域の名 士 と し て
の条件を備えた人物が選 ばれる こ とが多く， その背景には， 首長が委員 の選

任を地域の教育間題の解決を左 右 するほどの意味を持つものとして認識 せ

ず， 選挙の論功行賞 や庁 内 の ロ ー テ ーション人事と し て利 用 するなど， 慎重

て課長
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に人選に取 り 組んでいない こ とがあるとい った批判がある． 実態はどうなっ

て し )るのか．

首長の多 く は， 教育委員の人逝の重要1‘生 を 認識し， 任命権者としての職貴
の重大さ を自煎しつつ， 取り糾んでいる． 教育委員会か ら リ ス ト を あ げて も

ら い， 経歴 な ど を いろいろと梢査した後で， そ こ か ら 選ぶ首長 も いる ．

例 え ば， 「私が市長に なってか ら 最初の教育委員の選任は， 女性がいません
でしたか ら 女性の委員 を ということで選考しました． その選考は， （中略） （事

務局が）何人か候補 を 探してきて く れて， 最終的に協議 を し な が ら 決めてい
ます」(A K 市長）， 「教育委員会に適 当 な 人 を どう した ら いいだろうかと相 談
をしまして ， 何人か出して も ら って， その中で， ではこういう人がいいので

はな いかというの を 選 びま した」 ( YU 市 長）， 「欠員のと こ ろ をどうするかと
いうこと を 教育委員 会の方か ら も， 教育長の方か ら も， ど う ですかという形

で（中略）． ただ， 教育長は 「lll]長， いい方はい ら っし ゃ い ますか」 という よ
うに， その辺はおもん ばかってい ら っし ゃ る よ うです」 (H K Ill]長） な どが，

そう し た選任の仕方 を している事例であろう．

しかし， 多 く の首長は， 教育委員の逝任に一種の こ だわり を 持 ち ， 自分で，

いろいろ な 「つながり」 を駆使して探し出す方法 をとっている． 任命権者と

しての自覚， 教育問題の処理に関して心か ら 託せる人物の選出 を し な け れ ば
という自覚で行動しているのである． 特に， 教育長（候補の教育委員） の選 ！廿
を きわ めて重視し， 自 ら 選任することにこだ わっている姿が浮か び上がっ

た．

例 え ば， N D 市長はつぎの よ うに語っている． 「 （選任のための リ ス ト を 教

育長が作成した り というのは）私は， や り ません． やると教育長の好みに な っ

てしまうでしょうね． こ れはやはり後継者 を 選ぶ時：， 人柄に も よ りますが，
後の人がや り やすい形で選 ば な いとい け ないと思います． そういう こ とか ら

いうと， あまり前任 の人の意見 を 参考にし なが ら と いう こ とでは な く て， 私

の方で 「 こ の人にしたい けれど も 」 と いうことで， 拒否権は発動 さ せますし，
『間題に なった ら いって く れよ』 と はいいますけれど も ， そうで ない限りは私

の方で決めてしまうというこ とです」 ． 事実， N D市長は， 教育長人事につい
て， 自 煎や他薦がある中で， 地元の校長経験者では な く ， 隣接する市の校長
経験者 を リ クル ー ト した こ と を 話して く れた． 「親分子分の関係 を 作ってい
る方はあまり教育長にした く なかったのです． それ を やるとどうして も 偏っ

た人事（内 申 ） になります」 ． 決め手と なった のは， 「派閥 を 作って 自 分の勢力

を 拡 げJ る よ う な 人ではな く ， 「 公 平にいろいろ な 人事ができる人」 で あ っ
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た ． こ こ に は ， 自 分 の考 え に こ だ わ っ の選任を行 お う とする

の意思を見る こ とがで き る ．

同様 に ， MO 村長も ［ （教育委員会 の 万から リ ス ト をあ げるとか は ） 絶対や

らせ な いです ． 役場の 斗1 0)すべてのもの が そ うです． 私から適任者の リ ス ト

をあ げて く itという ケ ー ス はあり ま す よ ． し か し ， あが っ て き た からと い っ

て， そ の ま ま に は し ま せん． 特 に 教育委員， 民4:^委員， 重要 な職務 に 関 し て

は ． . . . そ れを徹底 し な いと， 教育委員 会とか役所 そ の も の が そ うですが， あ

れ は村長と1巾 が い いから， あ の人をや っ てお け ば無難だろうみ た い なと こ ろ

が 出て く るのです よ 」 と述べている． ほ か に も， TA 叶
―

i長 は「私 は （ 中 略）， 教

に 対 し て こ う し )う人が携わるの が い し汀ごろうなという の は 持 っ て い た もの

ですから， み ん な 私が指名 は し ま し た」と語 り ， HG 町長も「前 は 地域で選ん

で， 今度 はうちの 番だと いう人が い た け ども， 何をいっているのと． そ れ は

ll[［長 の 専決的な楕限 に お いて， こ う いう人を教育委員 に し た いと ・ ・ ・
． 選ぶ人

ぐ ら い は こ っちで． 個人的 な 諮間 の時骨i] をもちろん経て選ぶ け どね． （教育委

あるい は 事務局 に は ） 相談 し な いで し ょ う． 場合 に よ っ て は ， こ

れ に し た け ど どうだ いという， そ れ は やる こ と は ある よ ね 」 と 自 分 自 身で選

任する こ との重要性を語って いる ．

こ の ほ か に も， 例 え ば， 人材の不足 し がちな 自 治体 に お いて， 県か ら 教育

を リ ク ル ー ト する (U R 市， MO 村） のも，「こ だ わり」 の現れとい え よ う．

教育長人事が， 教育次長人事と関連付 け ら れ つ つ ， 教育行政と一般行政との

専 門 性の バ ラ ン ス が保てる よ うに， 慎重に行わ れて いる こ とも注 目 に 値する

(KT 市）． あ る い は， 教育長 に 就任 す る 予定 の教育委員 の 選任と， 一般的な

教育委員 の選任とのちが い を述 べる首長もいる． 「こ れ は 結 果 的 に 教育委員

会制度 の 独立性， 中 立性と いうふう な こ ととも閃連 し て く ると思う の です

が， 教育長 に は や はり私 自 身 の教育 （信念）体系 だとか教育 に 対する悲本的 な

考 え は き ち っと理解 して い た だ き た い ． 共通認識の 中で働 い てい た だ き た い

という息 いがあり ま して， そ う い っ た 意味で は 私 自 身 の 考 え る教育 の基本方

針 や 方 向 ＇性を十分理解 し ， ま た は 一緒 に やって い ける人間という こ とで選任

さ せて い た だ き ま し た 」 (TO 市長） ．

YU 市長 は ， 教育長人事 に ついて， つ ぎ の よ う に語 っ て いる ． 「 自 分と同 じ

ょ う な考 え で教育行政 を やって く れる人だっ た ら心配 は いり ま せんが， 意見

う よ う な 考 え の 方 に や られると困り ま す． そ ういう こ とが な い よ う に

ち ゃんと し て いかな く て は な らな い」． こ れ は 一見すると， 情実人事で選任 す

る こ と に なるので は な いかという疑間を投 げか ける こ ともで き るが， 首長か

で故
―
台委凶 首長

育

農や教i行良，

長

が迎
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らすれ ば， 当 該人物とこれまで何らか の人「廿，]関係 を 築 き ， 人柄 を卜分に知っ

て い ること は 大切 で あって， 教育行政 を ゆだねても安心感 を 得ることの で き

る人物に託すことが重要 で あるということ で あ る． こう考えれば， ほかから

の 推肋よりも， 自 らの 「こだわりの 」 選任を優先する首長 の 判 断も理解 で き

る．

こうした委員選任へ のこだわり は， 委員 の 選任に関して地区割りと いう強

い 伝統とも闘うという形でも現れている ． 周 知 のように， 委員選任の慣行と

して， 地 区割りの 慣行が行われている田町村が ある． 実際， 地域から

員 が選出 さ れていること は， 地域の 間題を教育委員に陳情・ （し， それ を 教育委

員 が事務局に説明）することもで き るし， なによりも地域が 自 治体全体 の中

で軽視 さ れて いないという シ ン ボ リ ッ ク な意味合 い が ある． 先に示した HG

町長 のように， 否定的な見方 をして いる首長もいるが， 地区選出の 成員から

の 特定人物 の 選任に対する働 き か け がある のは事実 で あ るし， 逆に首 長 が

（任期切れ の教育委員 の ） 後任人事の 際に地 区 廿］ 身 の議員を祖談役としている

場合もある (l\10 村） ． AM 町長も， 1

―

に当たって は ） 地域別 の ， 地方の 配

分 みたいなものもありますからね． 地域割りと いうの は 一応， IIl［に は 中 学校

が三つ あ っ て， 中学校区が， 一 つ の 日 安になって いる の で， そういう地域割

りで ある程度バ ラ ンス が取 れるような， 形と いうこと は （考えています） 」と

っているし， H K 町長も 「人事構成と いうことを考える際に， 地域的なバ

ラ ン ス を取ってこら机たという経過もあります． 教育委員 の 中 身 について
も， 一応 5 名 ですの で， 各地区 ］ 名， プ ラ ス 1 名と いうような形で教育委員

の選任 を して き ております」 と地区割りの存在について言及している ．

こうした意味で， 地域的なバ ラ ンス が重視 さ 九て いると いってよ い． かと

いって， 人選が形式化して いると はいえない． その地区で， ふ さ わし い 人物

を探す． だ が， ふ さ わしい人物がいない場合 は ， 断 念 す る． TG 市 で は， 現

在， 同 じ地区から 3 人の委員が選任 さ れているとして， 議員から批判 さ れた

が， 市 長 は 「もっともふ さ わしい人物を選んでいる の で あって， それが結果

的にある地区に集 中したにすぎない． こんなに狭い地域 のことなのだから，

地域割りというような， そ の ような狭い了見で ・ ・ ・ ， 地域の教育がよ く なる で

し ょ うか」 と反論したという．

首長 は， 教育委員 の構成にも気 を 配っている ． 女＇性委員 の 選任以外にも，

学校教育と社会教育， 教育姐l出身委員 の数などに気を遣っていることが見て

取れる． 例えば， KT 市長 は， 教育委員 の構成 の バ ラ ンス につ いてつぎの よ

うに語って いる． 「私は原則 を 持って いまして… ， 社会教育の 部門から 3 名 ，

教育委

（選任

語
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それ か ら 学校教育か ら 2 名 という原則 を ず っ と持 っ ていました． （中略） この

原則はず っ と そう な のです ． な とこ ろ ， 白 分で考えて， あの方はどうだ

ろ うかということで選んでいます． あ と， 女の人 を そのうち 1 人という原肌l

も 作 っ て し ）ます」 ． また， AM町長 も 「 そう し )う点でや っ ぱりどうして も

れる人は， し いっ てみれば教育畑 0) 人 が多 く な っ て く るので， 教育畑だ け で は
な く て い ろ んな とこ ろ で経験の ある人 も 何人 か選 ぶことは必嬰だ ろ うという

ことと， あと私が就任したこ ろ は女 ＇「生の教育委員がい な か っ たので， 女性の
方 も 1 人 ぐ ら い人 jした方がい し 汀 ご ろ うということで， そういうことは配慮し

ました」 と泊 っ ている．

糸怒 じ て， 首長は， 自 ら の人脈 も 動員しつ つ， 肩書 き や 経歴とい っ た形式I'白
よ りは むし ろ ， さ ま ざまな ソ ー ス か ら の'|青報 を 悲 に して， その人間 1『J

な側而まで も 含 め て， 委員としての適格性 を 判 断し， 白 ら 信頼の置ける人物
に 任命している． と 同 時 に， 委員会構成のバ ラ ン ス ヘの配慮 も 行 っ て

いる．

また， 首長は， に 対して就任 を 直接打診している場合が ほとんど

である． 「教育委員だ けは直接会います ． そして， お願い に 行 き ます． ほかの
い ろ い ろ な 審議会の委員と それは別ですね 」 ( TG市長） ． そして， その際， 自

ら の教育 ビ ジ ョ ン や 地域の教育課題 に つ いて語 っ ている．

この よ う に， 面接調査で見る限り， 首長 に よ る教育委員の人選が1杉式 に 堕
していることは ほ とんど見且iすことはで き な か っ た． 首長は， 教育長 を は じ

め として， 教育委員の選任 を的確 に 行うことで， 教育委員会 をコ ン ト ロ ール
で き ると考えているといえる． つ ぎの よ うな発言 に， それは現れてい よ う．

の選任というのは， 市長の固有の権利 です か ら ， 自 煎 • 他薦 があ っ
て も ， 市長が任命しない限りはな い のですか ら ， いうこと を き か ない教育委
員 な んてのは ち ょ っ と あり得ないので あ っ て， そういう発想 （ 現行制度の

で は 首長の関与 が 困 難で あるとい っ た発想） 自 体 がお か しいのでは な い か と
息、 います よ 」 (TA 市長） ， 「私が私の哩念で， 教育の施設 な んかは整備するこ
とがで き て も ， 教育の内容 を 私0) 狸念でどんどん推し進 め るわけ に はい か な
い か ら ， ある面では教育委員 を 選ぶ こ とが， 私の最大のあれ （仕事） で は ない

かと息 っ ているんです」 (OI Ill［長） ， 「単 に出て き て， ふんふん， はい は いと判

子 を即 して賛成ということ を 名 誉歳と考える よ うな感覚が も と も とお かしい

ので． そういう人でいいと， 設置者で ある市長， あるいは知事が望 め ば そう

なるわけで， 根 っ こはや はり財政を保証する市長であり， 設置者である市長
がどう し ) う を持 っ て教育行政 を や っ てい く のかという， そこ に あると思

な！属性

を委員

「教討委必

意識
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うのです ． そ れ は 決して独立行政委員会ではないですよね ． や っ ばりつな
が っ ているのです」 (CH 『|］長） ．

(b)教育行政 ・ 教育政策へのス タ ンス
すでに述 べたように， 現行の合議制 の 行政委員会方式の組織機h枠では，
は教育政策の イ ニシアテ ィ ブが発揮できにくいという こ とが廃止論の根拠

の一つであるが， 実態はどうなのか ． 厠按の中では， 首長の ほとんどが教育

を 政策課閻として重視 し ， 白 らの政策ア イ デア を 施策事業と し て具体化 して
いると答え， イ ニシア テ ィ ブ を 発揮 し にくいという了三『長の声はほ とんど間 か

れなかった． 例えば， CI 市長 は 「 少なくとも私が思 っ て こ う進めてし 〗ただき

たいと， こういう観点で議論していた だ きたいという こ と は そ の方向 の 中

で， す ご く 大事に し ていただきな がら進めてもら っ ているの か なと思 い ま

す」 と語 っ ている． また， A K市長も「私の方からもいうこと はどんどん い っ
ています し， ある意味圧力 もか けています． やはり直接の指揮命令系統で は

ないにしても， 予算は こ ちらが提案するわ けですし， 市長が絶対に こ うだ，

こ こ はおかしいといえば， 教育委員会も当 然無視 は できませ ん． （中略）どう
しても こ うしな ければい けないというもの は， ほ ぼ私の意見 を教育委員会が

踏まえて動いてくれているというのは背景にはあるのですが， 向 こ うはどう
息 っ ているか， 迷惑だと思 っ ているかもしれませ ん」 と述 べている．

は， 日 常的な交流 ・ 接触の 叶ご！で教育長と祖談 し たり， 自分の政策ア イ
デア を 伝えることもできる し ， 時に指示 を出す こ とも している． とりわけ，

予算 を 伴う教育施策の場合， 首長 は 必然的に閃与する こ とになるし，

している．
と は いえ， 首長の ほ とんど は， 白 分が リ ー ダ ーシ ッ プ を 執らな し )と教育行

政 は 動いていかない， あるい は， 教育改革 は進まないと考えているわ け で は

ない ． 教育 を 重視するが， 基本的なスタンスとしては， 教育行政・教育政策
0) 頷域 は教育委員会が主体的に動くべき分野であり， 自分から動く こ と は で

きるが， 総じて そ れ を 担l制 し ている． 自分の役割は， 教育委員会が主体的に
行う教育施策 を 必要 に 応 じてチ ェ ッ ク （あるい は， サ ポ ー ト ） する こ とである
とする首長が多い．

首長逹 は， こ のことについてつぎの よ うに語 っ ている． 「基本的に私どもの

方が投 げか けるの は具体的な政策立案というより ぱ骨格形成， 韮本的な柱 を

投 げか けて， そ の柱 を基に教育委員会の方で政策に対 して肉付 け を し ても ら

うというふうな形が多いです」 (TO市長）， 「執行機関と し て， そ ういう一つ

のライ ンと し ては， そ ういうライ ンで仕事 を するが， 総合調整的なものと し

長 首

首長

関与 事実，



] 4 2 7 亭 1] ・i台1本教合行政 に お け る
［

＇『長 と 教育 委 員 会 と の 閃係村介迅

て は， 私は一紹 に 知 っ て も 別に構わな し )と思 っ て し ) る のです ． ただ， あまり
し 以バし ろ にな る よ うな も のは上が っ て こな し ゞ 方がし ) し ) と 思う

0)で す ． （r．-lJ 略） あまり璧をつ く る 必疫 も な い と思 っ て いま す し ， 市長の総合

巾 に は， 当 然教育の政策 も 人 っ て し か る べ き だと息います ． （中略）
ll]は一1本であ る と思 っ て 見 て い る 人 が多 い と思 います ． あ れは教育

が し ) て， いろ いろ審議 し て い る などと思 っ て い る 人

はだ れ も し :k‘ し )です． です から， し ) し ) 調整さえあれ ば し ) し )わけで す 」 ( IM市

長 ） ， 「大 き な「閏四につ い て は， 必ず報告を受け て います ． 私の意見 も 求めら

れま し た． （私の方から提案 し た施策と し て は） 放課餃の子ど も の対策で，

とい うのがあります ． だいぶ私の方 から， 教育委員会にその必嬰1‘一生に

つ い て お 嘉『をさせ て いただ き ま し た」 ( KU 市長） ， 「 （教育政策に関 し て の）

本的な方釘ですが， 地域の子ど も は地域で育 て る と いう ような， 悲本的な理

念を持 っ て いま し て， （そう し た則念 に 基づ いた） 教育方針の策定を教育長に

指示を し て おります 」 (TO 由長） ， 「 （教育行政に関 し て は） 任 せ る 部分が多い
ですね ． その一 方で， やはりやらなけれ ばならないことがあります ． こ れは

政策と し て ぜ ひ や っ て く れ と い うことは， 私から教育長に い いました ． それ

で い く つか実現 した も の も あります 」 (SK 市長） ， 「 （教育行政につい て は ） あ

んまり いち いちこちらから□出し す る よりは， 例え ば， さ っ きい っ た学校林

をつ く る な ん て い うこ と につ い て ， あ る 程度軌道にの る まではかなりこちら
が積極的に考え方を打ち出 した． 図書誼の関係な ん か に つい て はいろ んな議
論が いろんなところから出たのです ． だ から， こう いう議論が出 て い る のだ

か ら ， そ れをや っ ばり多少 お 金がか か っ て も ち ゃ ん と 具体化す る ように し よ

うよと， そうい う方向付けなり具体化 す る について は積極的にや っ ぱり いわ

な いとなかなかね ． や っ ばり教育委員会 も いろ んな難 し い 課題と取り組まな

け れ ばならな いようなこ と が結構ありますので． だから， そ れ に つ い て ， い
ち いち細 か い 具体的なことまで いう と い うよりは， や っ ばり ポ イ ン ト 点 イ ン

ト につ い て き ち ん と した指示なり対応を す る ように働き か け る と いうこ と
は， や っ ばり必要だ と 思 います 」 (AM町長）， 「主体的にや っ てく れ て も いい
と思 いますが， ただ， 相談だけはね ． 勝手 にやられ て し ま っ て ， 後で報告が

され る と い うのはまずい． だから， そ れだけはち ゃ ん と 連絡を取 っ て， おれ
た ち はお九たちの方でや る のだ からかまわな いのだ と い うようなこ と でやら

れ る のではな く て ， す べ て 市のや る こ と は市長に も ち ゃ ん と 理解 し て も らっ

て ， 了 解を取 っ て ， あ れ ば付け加え る と い う と ころは考 え て
や っ て も らい たし ) と いう も のにつ い て

学
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は， やはり こ ち ら に ち ゃ ん と 報告して， それか ら や っても ら いたいと思って

おります」 (YU 市長） ．

首長は， 地域の教育問題の解決につい ては， 基本的に教育委員会の仕事と
し て任 せて いるが， こ の よ うに， 必要に応じて教育委員会の教育施策に積極

的に関与する首長も多い ． また， 首長は， 強い関心 を 有している課題につ い

ては， 自 ら リ ー ダー シ ッ プ を 発揮してもいる．

特に， 新規事業につ いては必ず首長 が査定する． この段階 で， ある施策事

業 を 承認するとかしない と かいう こ と で， 首長は リ ー ダ ーシ ッ プ を 発押する

こ とが で き る． そうで なくとも， 近年， 多 く の自治体が 「計画行政」 という

コ ン セ プ ト の下 で 自治体行政に関わる長期計画 を 策定し， 各部課は， それ に
沿って特定年度の施策事業 を 立案し予獅要求 を 行う． 教育委員会の所管事業
もその中 で処埋 さ れている． そ の意味 では， 予算 を 伴う教育政策については，

教育行政もす でに， 総合行政の一環として動 いている． 例えば， KT 市長は

つ ぎのように語っている． 「いちばんやり合うのは， 予算編成時期の予算の取

れるか取れないか． 私は， 例えば小学校か ら 全部パ ソ コ ン を そろ え ていくと
いうのは， つい最近まで私は中学校か ら でいいと反対していましたか ら ． （中

略）財政に絡 むものに つ いて は 私もはっきりもの を いいます． これはか な り

0) やり取り をします ． それがやはり， 要するにどういう政策 を実践してい く
か と いうことに な って しまうんですよね ． それでいち ば ん教育委員会 と の接

点 が， やり取りが多いのはここ です」 ．

この よ うな実態 であれ ば， 教育委員会 に よる， 自律的な教育行政 はもはや

存在し ないのではな いか， と い う疑I―li]が でるかもしれ ない ． だが， そうでは
ない． 教育委員会 を 設置する こ との根本 的 な 趣 旨 である教育行政の自主性/‘
の 配麿は， 首長のス タ ン ス の中に見 ら れる． それは， 自己捐］制的とも い うべ

き， 教育行政への関与に慎重な ス タ ン ス である． 一つの典型的事例 と して，
ある問題処理 への N D 市長の行動 を 紹 介 する．

ND市長は学習 指導要領における学習 内容 の 削減， 学校週 5 日 制の完全実

施に危機感 を 持った． こ のことで地域の子 どもの 学習機会が質的に低下する

こ とがあってはな ら ないという強い決意でもって， 教育間題への 「 介入」 を

決断した． それは， 学習 内容の削滅 を 補完するための， 副教材づ く りとい う
施策 である． これは予算 を 伴う施策 であるか ら 首長の決済 を 必要とし， 議会
に 上程 し な け れ ば な ら な いか ら ， 首長 の 関 与は遅か れ早か れ必然的 と い え

る ． しかし， 副教材づ く りは教育委員会の専管事項 であ る 教育課程に関わる
こ と だけに， 市長は， 予算 を 伴う施策とい え ども， それが 「政治的介入」 （政
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治 1'.1勺 中＿―＼」r性 を 侵 す ） と 受 け 取 ら れ る こ と を 懸念 し ( N D 市長 は 「基本 的 に 政治

家 は 教育 に 閃 わ っ て は い け な い も の だ と 私 は 思 っ て い ま す か ら ， ず っ と い わ

な い で き て い た の で す 」 と 述 べ て い る ） ， 議会 に お い て ， 副教材 づ く り が 「地

域 の 子 ど も の学習機会 を保障す る た め の 施策 であ る 」 こ と を 丹念 に 説明 す る

こ と に よ り ， 議会 の 了 解 を 求 め た ． そ し て ， ほ ほ l 億 円 の 予算 を 計上 す る こ

と に な っ た が， こ れ は 教育委員 会 か ら の 予算要求 と い う 形 で議会 で承認 さ れ

た と し ) ぅ .

こ こ に は ， 首長 と い え ど も ， 教育事務 を所管 す る 教育委員 会 （広義） の政策

領域 に 介入 す る こ と に は 慎重 に な ら ざ る を 得 な い こ と ， し か し ， 自 治体全体

の教育課芯 に 関 わ る 問題 に は ， 必要 に 応 じ て 禎極Iilり に 行動 を 起 こ す と い う ス

タ イ ルが示 さ れ て い る ． こ れ に つ い て ， ND 『|i長 は つ ぎ の よ う に 述 べ て い る ．

「教育に つ い て い い た く て し ょ う が な か っ た け れ ど も （教育 に つ い て は 教育委

員 会 と い う 担当機関があ る か ら ） い わ な か っ た ん だ ． だ か ら ， こ れ （副教材の

作成） だ け は い わ せ て く れ」 ， 「 （議会 に 対 し て ） 自 分 で は は っ き り 掟破 り す る

か ら な と い っ て ， や ら せ て い た だ い た 」 ． こ の 市長 の場合， 教育委員会が地域

の教育 に 関 す る 独立 し た 執行機閃 で あ る と い う 制度原則 に 配慮 し つ つ 行動 し

て い る （ そ れ は ， 「掟破 り 」 と い う 言葉 を ND 市長が使 っ て い る こ と に 現 れ て

い る ） ．

N D 市長 は例外 か と い え ば， そ う で は な い ． こ れ ほ ど慎咀で は な い に し ろ ，

多 か れ少 な か れ， こ れ は首長 の 多 く が取 っ て い る ス タ イ ル で あ る ． 例 え ば，

KT 市長 は 「私 と し て は よ そ の 部局 に は 干渉 し な い と い う 方 針 を 取 っ て い ま

す ． 最低限， 原則 だ け い っ て ， あ と は 関与 し ま せ ん」 と 語 っ て い る ． ほ か に

も 「 （ 教育委員会が） 決め た こ と だ っ た ら い い け ど ， ど こ か で コ ン ト ロ ー ル し

す ぎ る と ま ず い ， 私 は 基本的 に そ う 考 え て い ま す の で， 全然考 え て い な い の

で は な く て ， あ ま り に し す ぎ た ら 大変 な こ と に な る ， 取 り 返 し が つ か な く な

る と 思 っ て い ま す 」 (SD 市長） ， 「私の 方 は 教育長 に 対 し て ， 市 の 方 で教育 に

つ い て は 一切干渉 し ま せ ん し ， 私 は 全部任せ て あ り ま す か ら ． 私 は 四権主義

者 で す か ら ， 行政， 司 法， 立法， 教育権 と い う の は お 互い に 侵 し て は い け な

い と い う こ と を 昔 か ら ， 教研集会 に 出 た 時 か ら そ れ が必要 だ と い う こ と で，

政治 が教育 に 関与す る と ろ く な こ と が な い と い う こ と を 無条件でや っ て い ま

す か ら ． そ の 代わ り 教育界か ら 頼 ま れ れ ば， そ れ に つ い て や る と い う の は ，

こ れ は も う や ら な け れ ば い け な い 」 (TA 市長） な ど の発言が見 ら れ た ．

例 え ば， 予鋳編成 に し て も ， 法制上 は ， 首長 （部局） で編成 し た も の に つ い

て 教育委 員 会 の 「意見 を 聴取」 す る こ と に な っ て い る が， 実際 に は， 教育委

亀．
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員会事務局が 自 ら（多 く の場合， 教育次長を巾心に） 編成し， それ

の財政担当者と調整 し た 絞， 首長の査定を受 けるとい う 手続 き を多 く の 白治

1本で採用 している． 「現実には， 教育委員 会 がつ く って き た もの を （ 予算 を ） こ

れがいい悪いとチ ェ ッ ク してい ま す」 (Y U 田長） とい う わ け である ． ほ かに

も， 予算に）関して， 教育委員 会 のイ ニ シ ア テ ィ プが認め ら れてい た り，

予算へ の 配｝，i隠が見 ら れる． 例 えば， 「 う ち の 方は， 今は財諒が厳し し 叫ヽ ら あ九

です けれ ど， 私のとこ ろ に来る時点で は， ある程度の 予算が配分 し てある ．

それか ら ， 経常＇ 的経費とか何とかとい う もの は ， や む‘ を えないか ら 取ってあ

る． だか ら ，最後になって き て， 教育関係で予算 の セ ッ ショ ンに上 がって く

るのは， 学校の 改修予算とか， 備 品を買い換 え るとか買い換 え ないとい う と

こ ろ が， 例年議論になるとこ ろ です」(OI I町長） ， 「（教育予算 の 編成は） もち

ろ ん教育委員会か ら ． 韮本的に は ま ず教育委員会で従来 の 流れに屎っかって

いる予算 の場合 は別段あれですが， 新 しいものをやるよ う な考 え 力 の場合に

は， 特別 の場合 はこっちか ら 指示してこ う い う ことをやって く れとい う 場合

もある けれ ども， あれやこれやで1[IJこ う で原案をつ く って， 開政課と協議 を

して， そこにここで 3ヶ ・年計匝方式とい う の を やって， 大 体 3 年分について

計画を， 全体計圃み た いな大 き い事業についてあるわ け だ け ども， 3年間］で

ど う い う よ う な． 少な く とも 3 年 間 の 分は， 一応 は見通 し をつ けなが ら やっ

てい く とい う ， そ う い う 仕組みでやってい ま す」(AM 町長） な ど の町長の 言

はそれ を 裏付 けている．

こ のよ う なス タ ン ス は， 現行制度へ の首長 の 適応 の斎古呆とい う 部 分もある

が， それだ けではないであ ろ う ． そ の ス タ ン ス は， 教育行政の 一般行政か ら

の 独立とい う 教育委員 会制度の創設判念に忠実なものと して評価i さ れる だ け

でな く ， そ の やり方でも， 首長の意向 は教育行政に反映 さ れるか ら である．

は 教育行政に13月して教育委員 会に 「丸投 げ」 し て いるわ けでもない ． 必

要に応 じ てイ ニ シ ア テ ィ ブを発揮 し ， その リ ー ダー シ ッ プは教育委員会 に 及

んでいる．

4 首長 の 認識 に 見 る 教育委 員会 と の 関係構造 の 持 つ 意味合 い

首長の 認誠に現れた 首長と教育委員会との 関係は， 教育委員会 は決して首

長部局か ら 独立しているもの でもない し ， ま し て孤立 しているもので はない

とい う 実態である． 首長と教育委員会との 間に は， 交 流の制度化が見 ら れ，

とりわ け ， 教育長との接触， 相互作用は頻繁で， ］農密に行われている． 事務

職員 の 人事も一体化 し て お り， 教育委員 会事務局と首長部局 は 有機的 に 連

'{•F 
禾

首長

も苫fばif烏

教育
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携 ・ 協悧 し つ つ 機能 し て い る ． また， 委員の選任 プ ロ セ ス に は っ き り と現れ
て い る よ う に ， 首長 の 教育1閏閲への コ ミ ッ ト メ ン ト も 低 い も のではな い． 教
育委員会が合議制の行政委員会と し て独立 し た執行機閃であ る ことは認識 し

つ つ も ， 首長は むしろ， 自 分が 自 治体の教育行政機I斐l 0) 一翼を担 っ て い る

任を 白 覚 し て 教育行政の政策過程 に 関与 し て い る というべ き で， 政策I
I

I勺 な イ
ニ シア テ ィ ブを発抑 で き な い と い う状 況 に 置 かれ て い る と は 認識 し て い な
し )

酋長の認識 か ら 浮 か び上が る こうした実態は， 教育委員会の見直 し 論 議 に

とっ て 何を意味 す る のか． 首長 に とっ て ， 教育委員会は， 廃止すべ き 存在 な

のか， 権 限を希針小すべ き 存在なのか， そ れと も 改善 す る ことで存続可椛 な 存
在 なのか．

明 ら か に された 首長と教育委員 会との関係構造 から見 た 場合， 首長に とっ
て 教育委員会は， そ の権 限を制約 し ， 総合行政を妨 げ る と い っ た存在で も な

けずし ば， 「統詞不可能 な」存在でもな い ． 自 己抑制的ではあ る が， 首 長は さ ま
ざ ま な 手 法を用 い て 教育行政の政策過程 に 関与 で き て い る ． 教育委員会制度
は総合行政を1佳進す る 」こ での制約要因と いうより， 首長のスタ ンス次第 で柔

軟 な対応が可椛 な 制度と し て ， 多 く の首長に 受容 さ れて い る と い うことがで

き る ． 首長の多 く は， 教育委員会は一定の改善を行うこと で， 分権時代の教
育行政を担うことがで き る と認識 し て お り ， このことは， 教育委員会制度 に

対す る 否定論 ＝ 廃止論では な く ， 肯定論 ＝ 改善論 に 傾 い て い る ことを意味 し
て い る ”.

事実， 教育委員会無用＝廃止論や事務移管論 に 暗示 さ れて い る ， 教育行政
の首長部局への一元化 に 対 し て は， ほとんど の 首長が賛意を示し て い な い．

反対す る 理 由と し て ， つ ぎのような， 一 元化の問題点をあげ て い る ． まず，

①一元 化し た 場合， 首長の交代によ り ， 継続性 ・ 安定性が損 なわれ る 可能性
が な いとは いえ な い ． N D市長は 「今のシステム の骨組みを変え る べ き では

な い ． （中略） な ぜかと い え ば， （一元化 へと） システ ム が変わ っ た時， 首長が

自 分 の 判 断を入れ る • • • 危険性の方が（今の シ ステ ム の）動か な いまどろ っ こ し

さ より も (|廿］題が） も っ とあ る と私は思っ て い ます」 と語 っ て い る ．

つ ぎ に ， ―-元化によ っ て ， ②首長が地域の政治 ・ 行政 に 対 し て 今以上の責

任を背 負い込 むことは， き わめ て 難 し い． 自 分の管轄の下 で直接処理す る に

は， 教育間附はあまり に も 重大であ り ， 責任が大 き す ぎ る ． これ に 関連し て ，
YU 市長はつ ぎのよう に 述べて い る ． 「（一 元 化 し て ）教育の細 か い 問題ま で
全裔I.｛市長がや る こと に な っ て し まったら， 頭が回ら な い の では な い か ． 特 に ，

p
r

7
 

r
 



4 化i長の 認識 に 見る教育委員会 と の関係松『造の持 つ 意味合 い ］47 

教育というのは， こ ち らの経験の少な い 分野 です よ ね ． 判 断 を 間違ってしま

うと大変な部分もあ る と思います． あ る 程度狐 自 性 を 持ってやってもらいな

がら， チ ェ ッ ク し， 指尊 しながらやってい く 方が私としてはや り やすい」 ． CI

は 「実際に， 学校教育一 つ取っても， 生旺教育 を 取っても， それぞ れの

学校教育の権 限 を校長に任せ る として， 校長と首長で議論ができ る かといっ

た場合， これは実質的に乳月理だと思います」 と

現行の， 教育行政権限 を 首長と教育委員会で 「分担J して， いわ

な シ ス テ ム で処且l]していても， 必要に応 じて， コ ン ト ロ ー ルが可能であ る し，

十分に首長の意同 を 反映 さ せ る こ とはでき る ． もちろん， そのためには， 双

方 向 lllぐ］な意息の疎通 を 図 り ， 地域の教育課題について共通の認識 を 持ち， 互

いに議論 を重ねながら， パ ー ト ナ ー として行動しな け 九 はならない， という

のが多 く の首長の意見 であった ． SK 市長も 「こちらの権限は十分及ぶと思

いますので， 逆にいえば， 教育に1関 してそういう機閃があ り ， 私の方の意思

も十分に反映した り ， いう こ とも間いて く れ る 機関 であればかえってや りや

すい． （中略）今のと こ ろ， 十分， こちらの監督下 でいえ る 立場でもあ り ます

し， だめならだめといいますから， それが大事だと思います」 といい切って

い る ． こ う した点については， YO 市長は 「十分 こちらの意思 を反映でき る

よ うに持ってい け る し， 教育委員会が威張ってい る こ ともないし， 特別 ご り

押 し を した り もしない． こ ち らがちゃんと指導ができ る と思って お り ます 」

と語って お り ， また， H K 町長は「そう ですね ． 教育の中 立性という こ と を 考

え る と， 教育委員会は私は絶対に必 疫だと思います． だ けれ ども， 首長と

タ ッ グ を 組まないと， ただ独立 を してい る ばかりでは， 率直にいえば， それ

ほ ど大きな期待ができな く なってしまいます． 逆にいえば， マ ン ネ リ 化の弊

の方が大き く な り はしないかという よ うな感 じ がします」 と首長と教育委

員会の相互連携が重要 であ り ， その中 で， 首長の リ ー ダ ー シ ッ プも十分に発

揮 でき る と語ってい る ．

さ らに， 一元化に対しで慎重にな る 理 由としてあ げられたのは， ③教育間

題の薦度化や専門性という点からいって， 教育委員会が一定の 自 律性 を 持っ

て問題解決 を 図ってい く 方が よ り 有効 であ る という こ とであ る ． すなわち，

こ れまで教育委員会が栢 み 上 げてきた学校教育に関す る 「専門性の蓄積」は

軽視 できない． 首長では判断の難しい部分については， 教育委員会の 「専 門

性」 に ゆだね る こともでき る ． つま り ， 教育委員会が歴史的に培ってきた教

育行政の 「専門的 ノ ウ ハ ウ 」 は， 自 治体教育行政 を 進め る 上 で， 軽視できな

いとの認識があ る ． それが分権時代の 自 治体教育行政に十分に活用 さ れ る な

市長
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ら ば， 自 治体行政 へ の 政 策 ニ ー ズ が多様化する 「れで， 首長が信頼して任せる

ことのできる部1:l El （ 自 治体の教育サ ー ビ ス 部門）が確Iiり］と し て存在する こ とと

な り ， そ の こ とは 1喜j 治体のすべて の 政策領域に責任を有する首長にとって心

強 いと いうのが首長の 率直な思 いであると考えられる ． し たが っ て， 首長は，

現行の制度 の 下での教育委員会との政治的分業と いう仕組 みで， 一定 の成果

を 上 げる ことがで き る と判 断 しているとみ な せよう． これ に 関連 し て ， TG

市長は地方分権 も 大・事であるが， 「地域内分権」 もまた大事であると いう表現

で， 首長から一定の 自 律 ‘性を持 っ て教育委員会が さ ま ざまな施策事業を展 閲

できる ことの 重要性を］祖調 した ． 現行の 仕斎11みは， 意見の対立 や コ ン フ リ ク

ト が什こ じ て も ， 双方 の連携 ・ 協働により， そ れをうま く 調整する ことができ

る．

5 残 さ れ た 課題

以上にお いて検討してきた面接デ ー タ から禅き出 さ れる， 教育委員会翡IJ度

に「開する首長の認識につ い て は ， つ ぎ の よ う に， 一 つ の 理論的仮説としてま

とめる ことができ る ． すなわ ち ， 首長の 多 く は， 現行の教育委員会制度 の 枠

組 み を是認 してお り ， 現行制度は， 首長の リ ー ダ ーと しての行動を制約する

要因とはな っ ておらず， したが っ て ， 廃止や事務移管とい っ た制度の 変更を

しな く て も ， 現行制度の枠組 みに お いて も ， 分権改革下 で 自 治体に求められ

て いる地域独 自 の 自 主的かつ 積極的な教育行政の 展 開が一定程度 可能である

と認識して し ）る．

現行制度 の下にお いて， 「教育と政 治 の分離」 と い う 規範が働 いている こ と

は事実であ り ， また ， 首長にと っ て 自 分が中心 にな っ て本格的 に コ ミ ッ ト す

るには教育問題はハ ー ド ルが高い領域であるが ゆ え に， 教育行政 については

基本的に教育委員会 の 自 主 ・ 自 律を認め， そ の 裁斌を尊重する形で行わ ざ る

をえな い面がある． そ れは， ある意味で， 首長部局 から独立した形で， 教育

行政が展開l さ れる ことで も ある． し かしながら， 現行制度にお いて， 首長は，

委員 の 任命椛， 予算編成 ・ 執行権， 条例提案権を通 して， 必要に応 じ て コ ミ ッ

ト し， 教育行政に影繹 を 与える ことが可能である． 教育委員会1制度は必ずし

も ［ 自 治1本 の政治的代表」 としての首長の リ ー ダ ー シ ッ プを制約する存在で

はな い ． こう し て， 結局， 分権改革が推進 さ れ， 自 治体の 自 主 ・ 自 律が強調

さ れ， 独 自 の 教育改革な ど 自 主 的 な 教育行政が 自 治体 の 重 要 課題となる中

で， 首長から見て現行 の教育委員会制度はそれを担いうる装置と して存続可

能である． つ ま り ， 教育委員会は， 首長から相対的に独立した合議紺り の 行政
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会として存在しつつ な お ， 分権時代 に 求め ら れ る 白 治体教育行政 の 効果
Ii、] な 執行機関として十分に機椛しう る という こ とであ る ．

とはいえ， 首長が教育委員会訓度 の 現状をすべて是認してい る わ け では決

してない ． 首長の認識は， 滉行 の 恨幹とな る 枠組みに変更を加え る 必要はな

いと してい る もの の ， 教育委員会訓度 の改善に取 り 組むことは至上命題であ
る と し てい る ． 多 く の首長が改善すべ き 訓度の 間題点 に ついて語ってい る ．

会 の 力 凰形成， 地域 の教育行政 の 当事者としての教育委員の 白
涵養， 文部科学省や都道府県教育委員会との 関係 の在り方 の見直し， 首長一部

との 役割分担の在 り 方 （生狂学習事務 の 移管） などがそれであ る ．

例え ば， 多くの首長は， 文部科学省や都道府 リ礼教育委員会か ら の 「指導・
助言」 の 影罰がり狙 く 作）甘 す る ， いわゆ る 「縦割り行政」 の弊古 に 言 及 してい
る ． 首長は， 文部科学省や都道府県教育委員会の 行政指母 が怖 く 働 く ため，

教育委員会と の 協働を推迎 す る 上で， い く つ もの 障害 があ る こ とに不満を

持ってい る ． ただ首長は， 教育委員会が 「縦割り行政 の 浸透 」 に よ って文部
科学 省や都道府県教育委員会 の 指 焉だ け を重視して， 自分自 身 の イ ニ シア
テ ィ ブ や リ ー ダ ー シ ッ プを受 け付け な い傾同 があ る と考 え てい る わけではな

い． むしろ首長は， 教育委員会と緊密に連批 ・ 協働して， 文部科学省や都道
府 県教育委員会 の 行政指 尊や人事権の 行使に対応し よ うとしてい る ．

自 治体教育行政におけ る 首長 の 重要性を考慮 す る 時， 首長の 認識す る これ

ら の 間題点を よ り具体的に明 ら かにし， その 意味合いを考 察 す る ことは， 教
会制度改善 0) 方 向性を明らかにす る ことにつ な が る もの であ り ， 残さ

れた重要 な 研究課題といえ る ． こ の点 に つ い て は， 次 章 で検討 す る ．

［注】

1 ) 例 え ば， 伊藤正次 「教育委 員 会」 松下トー他編 『扉砂i/： 白 治体の1竹想 4 （機構） 』 岩設，り
）古 (2002) 1りill又 ： 氾祉泰宗店 「教育行政 と 地力分権化ー改革の た め の論点賂狸•一 」 東東市政
調脊会編 『分枡改加 の新展閲 に 向 け て 』 1二1 本評諭社 (2002) 所収， な ど を 参附 ．

2 ) 「 学校教育 と 地域社会 の 連携怖化 に 関 す る 氾見 一 分柾閏教育0)批進 と 教育委員 会 の 役割l
の 見 直 し ー 」 （仝 1玉I ·115 』こ 会， 2002 年 2 月 ］ 9 [I ) (http:// www.mayors.or.j p /  opin ion / 
i ken/h 13021 9eclucat i on/hl 3021 9eclu .htm 2006 ;,ード 1 月 確認） ．

3) 「 新 し い It『代 の 義 務 教 育 を 創 造 す る 」 （ 叶！ 央 教 育 審 議 会， 2005 ;,「 l (） 月 26 日 ） （ W W W  

mext.go.j p / b_rnenu/ shi ngi / chukyo / chu k y o  0/ toush i n /051 02601/  a l l . pelf 2006 ．年 ］
）］ 確認） ．

4 ) 堀 和郎， 柳林信彦 「学校支援の 教育改，t在 の 規定 虹 因 に 関 す る 実証1
i
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本教fffiー 政 に お け る 1’'『に と 教白委 員会 と の 1斐1係構造

専攻 ［教ff学，誦集』 創11J号 (2005) .
S ) 『？ 見0) 限 り ， /: た る 実，，l[的研究 と し て は ， 岡 III竹織， 小） 1 | ＿正人 「教育委員 全訓炭の機能

と 改げ叫梨姐 —全1J・＿l巾此 ・ 1 |i教{f恥 ア ン ケ ー ト 調査 を も と に 一 」 ［束京人: '.'/：大学院教白学
州究科紀疫』 第 4 2 在 (2003) ： 村「祐介 「 教育委員 会制度改吊 に 対す る 白 治体 j,＇『長 の 屈
識 と li‘I'価ーー 全国首長 ア ン ケ ー ト 謁査報告」 東東大学大学院教育＇学研究科 『教育fJーー政学研
究宇紀9校』 第 24 号 (2005) の 調 行 が あ る ．

6) I(Il接，闘介 を 含 む，jli)行研究の仝体 に つ I、 ) て は ， 教育委員 会詞炭，J恥年研究会 （代表 ： 筑波人＾
学， 堀 和郎） ， 文部科学省委輯研究最終報告］り 『教存委員 会訓度及 び県費負ti［教職員 11lll
度 の連川実態 に 閃 す る ，lllijftl ( 2 (）（）5) を 参附 さ れ た し ' . 伽接調 脊 は 1 l1ス『 間 か ら 1 ll寺間半 か
け て 1J わ れ た ． 結果 は テ ー フ起 こ し さ れて 保怜 さ れ て し ) る ． な お ， こ の面接謁行 は ， 窪
11 1 位．三， 平 田敦義， ）噂｛憲勇 の 各氏 と の共 同調査研究 と し て 1i わ れ た も の で あ る ． そ の
:,\(i.々 な ら ぬ ご 協力 に 深 く 謝認 を 表 し た し ' ·

7 ) ;,jふ詞又 0) 依拠 し て し 〕 る 1(1 i接 デ ー タ が1リ＜―|東協1 の み の ， 数 の 限 ら れ た 1[ii按 デ ー タ で あ る 、1仄
て， 限界の あ る こ と は雁 か で あ る ． た だ， 1hi接調 査 に 閃 し て ， ど れ く ら い の サ ン プ ル が
あ れ ば客観的な，；扁心 がill保 さ れ る の か は ， 先行研究 に お し ) て も 明確 な 晶準 は 見 {l,I せ ず，
本論文 の 扱 っ た サ ン プル数が， 偏 り が あ る か否 か は 明確 で は な い ． し か し な が ら ， こ れ
ま で， 1hi接調査 を ｝甘 し ) ！こ 教育委 員 会制度研究が ほ と ん ど な し ) こ と や， 一般 に 面接調査 に
お し ， て は サ ン プル 数 が限 ら れ る こ と が 多 し 口li で， 首 長 の 認識 に 関 す る 刑論的仮説 を 尊
き 出 す た め の サ ン プル 数 と し て は ， 少 な い と は い え な い の で は な い か と 考 え て い る ． ま
た ， 白 治体の特性， し た が っ て 首長の認識 に 大 き な 影罰 を 与 え る と 考 え ら れ る 人 口 規模
に つ い て は ， 本謁杏 の サ ン プル は 特定 の 人 11 規校 に 偏 っ た も の と は な っ て い な い ． 表
7 ] 参附 ．

表 7 - 1 人 ll 規模別 に 見た サ ン プル数

人 口 規模 サ ン プル数 ％ 

2 万人 未 満 6 、-)·
J
�()ん

2 )j人以上～6 ）j人未満 6 23% 

6 万人以上～1 0 万人未満 7 27% 

l (） ）］人以」こ 7 27% 

合 計 26 100% 

8 ) 面接 デ ー タ の分析 に お い て 1}il}姐 と な る の は， 論述の客観性 を い か に 担保 す る か で あ り ，
都合 の よ い 言説だ け を取 り 卜. げ る 可能 ’性 が な い と は い え な い ． そ こ で， 奇翡論の恣意的 な
構成 を 防 ぐ た 1）） に ， 面 接 デ ー タ か ら 碍 く 理論的仮説 に つ い て は ， 共同1洲究者 と し て 面接
溝国 を 行 っ た 窪 1甘 屈二 （筑波大学教授） ， 平田敦義 （ 同研究員， 現比治 山大学准教授） ， 戸
'径慮勇 （筑波大学大学院生， 現宇都宮大学：教育実践 セ ン タ ー 研究員） の 二 氏 に 執筆者 ら
を 加 え た 共 同討議で検討 し て い る ． ま た ， 仮説の妥 当性 は ， ほ か の経験的 デ ー タ と つ き
あ わ せ て 検乱I•• さ れ る こ と に よ っ て ， そ の妥 当性 が よ り 高 ま る と 考 え て い る ． そ の 点 に つ
し_ , て は ， （ ti: 9） で触れ て し ) る よ う に ， わ れ わ れの仮説 は ， 村上が行 っ た ， 市町村長 に 対
す る 仝ILI規模 の ア ン ケ ー ト 調査 に お け る 酋 長 の 教育委 員 会 flill度認識 に 関 す る 知 見 と お
お む ね軌 を 一 に し て し ) ふ

9) 酋長の 多 数が， 制度宵定論 ＝ 制度改善論 に 傾 し· ) て い る こ と は ， 市町村長 に対 す る 全国規
模 の ア ン ケ ー ト 翡；J府 で も 明 ら か に な っ て い る ． 村上祐介， 前褐論文参照 ．
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